
和歌山市公報（号外第８号）  令和８年（２０２６年）７月６日 

 

－1－ 

             

和歌山市公報 
 

 

目  次 

令和８年（２０２６年）７月６日  

号外第８号 

                         

 

 

 

 

【 告 示 】 

番号   ページ 

253 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ （市民自治振興課） 2 

【 公 告 】 

○ 所有者等の所在が明らかでない土地に係る筆界案の作成・・・・・・・・・・・ （地籍調査課） 3 

○ 所有者等の所在が明らかでない土地に係る筆界案の作成・・・・・・・・・・・ （地籍調査課） 4 

○ 開発行為に関する工事の完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （都市計画課） 5 

○ 和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業における換地処分通知の

送付に代わる通知内容の公告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （まちなみ景観課） 

 

6 

○ 和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業における換地処分通知の

送付に代わる通知内容が掲示されている旨の公告・・・・・・・・・・・・・・ （まちなみ景観課） 

 

12 

【 教育委員会告示 】 

9 教育委員会の招集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （教育政策課） 13 

【 企業局告示 】 

24 和歌山市企業局指定給水装置工事事業者の指定の更新・・・・・・・・・・・・ （企業総務課） 14 

【 その他（自治功労賞の贈呈） 】 

○ 自治功労章の贈呈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （秘書課） 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 所  和歌山市役所 

発 行 日  毎月 １日 １５日 



           和歌山市公報（号外第８号）  令和８年（２０２６年）７月６日 

－2－ 

和歌山市告示第２５３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年７月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

下三毛自治会 代表者の氏名

及び住所 

（登載省略） （登載省略） 令和８年３月２９日 

  

（令和８年７月６日掲示済）
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公告 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第５項の規定によ

り公告する。 

  令和８年７月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

  和歌山市三葛字樋ノ口４１０番３ 

和歌山市三葛字樋ノ口４１９番１３ 

和歌山市三葛字樋ノ口４３２番１ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人のうちで所在が明らかでない者 

４ 筆界案の作成者 

  和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日までの間

）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の確認

を得ずに調査を行う。 

（令和８年７月６日掲示済）



           和歌山市公報（号外第８号）  令和８年（２０２６年）７月６日 

－4－ 

公告 

 土地の所有者等の所在が明らかでなく土地の所有者等の確認を得ることができないため、地籍調査作業規程準

則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第２項の規定により筆界案を作成したので、同条第４項の規定によ

り公告する。 

  令和８年７月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地の所在・地番 

  和歌山市松島字中新田５２６番５ 

  和歌山市松島字中新田５５１番１ 

  和歌山市松島字中新田５５１番２ 

  和歌山市松島字中新田５５１番９ 

  和歌山市松島字中新田５５１番１０ 

  和歌山市松島字中新田５５７番２ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

名称 和歌山市都市建設局建設総務部地籍調査課 

所在地 和歌山市七番丁１１番地１ アラスカビル２階 

電話 ０７３－４３５－１０７５ 

３ 筆界案を確認することができる者 

 １に記載した土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人のうちで所在が明らかでない者 

４ 筆界案の作成者 

 和歌山市 

５ ３に記載した者は、公告の日から２０日間（ただし、期間の末日が休日に当たるときは、その翌日までの間

）意見を申し出ることができる。なお、当該期間を経過しても申出がないときは、３に記載した者の確認を得

ずに調査を行う。 

（令和８年７月６日掲示済）
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公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和８年７月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市和佐中字夏目１１３番、１１４番１、１

１４番３の一部、字下神戸１７４番３、禰宜字樫

木１１１０番３、水路、里道 

和歌山市岩橋９７４番地１ 

株式会社大西商会 

代表取締役 大西一弘 

（令和８年７月６日掲示済） 
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公告 

 

 和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業に係る次の者に対する土地区画整理法（昭和２９年法律第

１１９号）第１０３条第１項の規定による換地処分通知は、送付を受けるべき者が受領を拒んだので、又はその者の

送付すべき場所を確知することができないので、同法第１３３条第１項の規定により、当該書類の送付にかえて、そ

の内容を次のとおり公告する。 

  令和８年７月６日 

和歌山都市計画事業            

東和歌山第二地区土地区画整理事業     

施行者 和歌山市             

代表者 和歌山市長 尾 花 正 啓    
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１ 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 

  和歌山市黒田１１６番地 

高須国彦 

２ 換地処分通知の内容 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定により、和歌山都市計画事業東和歌山第

二地区土地区画整理事業の換地計画において定められた明細書及び換地図のとおり換地処分します。 

（１）明細書の内容 

  従前の土地 

和歌山市  

権利価額 町又は 

字名 

地番 地目 登記地積 

(基準地積) 

黒田字

流 

９４－４７ 宅地 ８．０６㎡ 

(８．３０㎡) 

３７２，１６１円 

換地処分後の土地 

和歌山市  

権利価額 街区 

番号 

町又は 

字名 

地番 地目 地積 

１０ 黒田一丁目 １０－５ 宅地 ８．０７㎡ ３７２，１６１円 

  清算金額 

   ０円 

（２）換地図 

  省略 

３ 教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、和歌山県

知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくな

ります。）。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、和歌山市

を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。）処分の取消しの訴えを提起す

ることができます（この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があ

った日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、上記１の審査請求をした場合には、その出訴期間は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内となります（審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。 
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１ 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 

  和歌山市永穂５９４番地 

岡﨑良紀 

２ 換地処分通知の内容 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定により、和歌山都市計画事業東和歌山第

二地区土地区画整理事業の換地計画において定められた明細書及び換地図のとおり換地処分します。 

（１）明細書の内容 

  従前の土地 

和歌山市  

権利価額 町又は 

字名 

地番 地目 登記地積 

(基準地積) 

黒田字 

東河原 

２８４－１６ 宅地 １１６．５５㎡ 

(１１６．５５㎡) 

 

 

４，８１２，５９５円 

 

 

所有権以外の権利または処分の制限 

種別 部分 

１番抵当権 全部 

  換地処分後の土地 

和歌山市  

権利価額 街区 

番号 

町又は 

字名 

地番 地目 地積 

４８ 黒田六丁目 ５－１０ 宅地 １０３．９３㎡  

４，８８１，５８６円 
所有権以外の権利または処分の制限 

部分 

全部 

清算金額 

   徴収６８，９９１円 

（２）換地図 

  省略 

３ 教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、和歌山県

知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくな

ります。）。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、和歌山市

を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。）処分の取消しの訴えを提起す

ることができます（この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があ

った日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、上記１の審査請求をした場合には、その出訴期間は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内となります（審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。 
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１ 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 

  和歌山市雑賀屋町東ノ丁６４番地 

有限会社三年坂 

２ 換地処分通知の内容 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定により、和歌山都市計画事業東和歌山第

二地区土地区画整理事業の換地計画において定められた明細書及び換地図のとおり換地処分します。 

（１）明細書の内容 

  従前の土地 

和歌山市 権利価額 

町又は字名 地番 地目  

 

８，０８６，３４３円 

黒田字流 ８９－１ 宅地 

所有権以外の権利または処分の制限 

種別 部分 地積 

５番所有権移転

請求権仮登記 
全部 

１６６．９７㎡ 

(１７２．０８㎡) 

換地処分後の土地 

和歌山市 
権利価額 

街区番号 町又は字名 地番 地目 

９ 黒田一丁目 ９－２ 宅地  

７，７１５，４６３円 
所有権以外の権利または処分の制限 

部分 地積 

全部 １１２．１３㎡ 

清算金額 

   交付３７０，８８０円 

（２）換地図 

  省略 

３ 教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、和歌山県

知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくな

ります。）。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、和歌山市

を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。）処分の取消しの訴えを提起す

ることができます（この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があ

った日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、上記１の審査請求をした場合には、その出訴期間は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内となります（審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。 
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１ 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 

  住所不明 

被相続人尾﨑光明の相続人 

２ 換地処分通知の内容 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定により、和歌山都市計画事業東和歌山第

二地区土地区画整理事業の換地計画において定められた明細書及び換地図のとおり換地処分します。 

（１）明細書の内容 

  従前の土地 

和歌山市  

権利価額 町又は 

字名 

地番 地目 登記地積 

(基準地積) 

黒田字

流 

９４－４７ 宅地 ８．０６㎡ 

(８．３０㎡) 

３７２，１６１円 

換地処分後の土地 

和歌山市  

権利価額 街区 

番号 

町又は 

字名 

地番 地目 地積 

１０ 黒田一丁目 １０－５ 宅地 ８．０７㎡ ３７２，１６１円 

  清算金額 

   ０円 

（２）換地図 

  省略 

３ 教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、和歌山県

知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくな

ります。）。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、和歌山市

を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。）処分の取消しの訴えを提起す

ることができます（この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があ

った日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、上記１の審査請求をした場合には、その出訴期間は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内となります（審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。 

 

 

 

 

 

 



           和歌山市公報（号外第８号）  令和８年（２０２６年）７月６日 

－11－ 

１ 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 

  住所不明 

被相続人平浴康秀の相続人 

２ 換地処分通知の内容 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定により、和歌山都市計画事業東和歌山第

二地区土地区画整理事業の換地計画において定められた明細書のとおり換地処分します。 

明細書の内容 

  従前の土地 

和歌山市  

権利価額 町又は 

字名 

地番 地目 登記地積 

(基準地積) 

黒田字

大西 

１８４－２０ 雑種地 ３８㎡ 

(３８．３２㎡) 

６０１，８２６円 

換地処分後の土地 

   無し 

  清算金額 

   交付６０１，８２６円 

  記事 

   法第９５条第６項により金銭清算 

   法第１０４条第１項により消滅 

３ 教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、和歌山県

知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくな

ります。）。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、和歌山市

を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山市長となります。）処分の取消しの訴えを提起す

ることができます（この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があ

った日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、上記１の審査請求をした場合には、その出訴期間は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内となります（審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。 

 

（令和８年７月６日掲示済） 
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公告 

 

 和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業に係る次の者に対する土地区画整理

法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定による換地処分通知は、送付を受け

るべき者が受領を拒んだので、又はその者の送付すべき場所を確知することができないので、

同法第１３３条第１項及び第２項において準用する同法第７７条第５項の規定により、当該書

類の送付にかえて、その内容が和歌山市黒田２６番にある黒田第４公園内の建物壁面に掲示さ

れていることを公告する。 

  令和８年７月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

 

（令和８年７月６日掲示済）
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和歌山市教育委員会告示第９号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和８年７月３日 

                                   和歌山市教育委員会 

                                   教育長  阿 形 博 司 

１ 日時 令和８年７月８日（水） 午後１時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 報告 

（１） ６月定例市議会について 

（２） 和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会委員の委嘱について 

４ 議案 

（１） 令和８年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

（２） 和歌山市社会教育委員の委嘱について 

（３） 和歌山市民図書館運営審議会委員の任命について 

（４） 令和９年度に和歌山市立和歌山高等学校で使用する教科用図書の採択について 

 

（令和８年７月３日掲示済） 
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和歌山市企業局告示第２４号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により、和歌山市企業局指定給水装置工事

事業者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）

第２７条第２号の規定により告示する。 

令和８年７月６日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市堀止西一丁目８番

１０号 

株式会社人見組 

代表取締役 人見 庄三 

株式会社人見組 和歌山市堀止西一

丁目８番１０号 

 

平成１４年８月１

６日 

第３５７号 

和歌山市南中間町１２番地 

和歌山市管工事業協同組合 

代表理事 根田 佳幸 

和歌山市管工事

業協同組合 

和歌山市南中間町

１２番地 

平成１４年１２月

２５日 

第３６４号 

和歌山市出島１２６番地８ 

西谷設備 

代表者 西谷 友希 

西谷設備 和歌山市府中９２

番地３０ 

平成１５年 1月２

０日 

第３６５号 

和歌山県田辺市下三栖１４

７５番地の１５３ 

有限会社大都環境サービス 

代表取締役 宮坂 浩邦 

有限会社大都環

境サービス 和

歌山営業所 

和歌山市新中通四

丁目３５番地 

平成１４年１０月

１０日 

第３６１号 

和歌山県紀の川市貴志川町

丸栖６４５番地３ 

株式会社伸光 

代表取締役 北山 開 

株式会社伸光 和歌山県紀の川市

貴志川町丸栖６４

５番地３ 

令和３年１０月２

２日 

第６２２号 

 

（令和８年７月６日掲示済）
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次の者は、本市自治行政の振興及び公益増進について功績が顕著でありましたので、令和８年７月５日、和歌山市自

治功労者礼遇条例（昭和３０年条例第６号）の定めにより、和歌山市自治功労章を贈呈しました。 

令和８年７月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    
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令和８年度和歌山市自治功労章受章者

番号 氏名 番号 氏名

３４８７ 伊都　正史 ３５１２ 出口　美穂

３４８８ 伊藤　正義 ３５１３ 峠　通生

３４８９ 今西　佳奈子 ３５１４ 西川　均

３４９０ 上川　二三雄 ３５１５ 西村　泰彦

３４９１ 上野山　博実 ３５１６ 西本　修

３４９２ 植松　由美 ３５１７ 東野　幸子

３４９３ 宇治田　栄藏 ３５１８ 平野　由美

３４９４ 奥野　美紀 ３５１９ 深野　加津

３４９５ 掛下　まゆみ ３５２０ 深日　雍夫

３４９６ 角口　晃代 ３５２１ 福島　節

３４９７ 加納　久治 ３５２２ 前　量子

３４９８ 北島　ひろ子 ３５２３ 松林　孝司

３４９９ 北野　悦治 ３５２４ 松本　昌子

３５００ 小西　正太郎 ３５２５ 宮本　圭造

３５０１ 小畑　英子 ３５２６ 宮本　年起

３５０２ 坂口　博美 ３５２７ 森　好孝

３５０３ 芝本　和華 ３５２８ 森口　新藏

３５０４ 外畑　行英 ３５２９ 森本　靜子

３５０５ 平　潤子 ３５３０ 保田　惠子

３５０６ 竹中　順一郎 ３５３１ 矢野　恵利

３５０７ 田中　光子 ３５３２ 山口　晴己

３５０８ 谷口　薫 ３５３３ 山下　弘美

３５０９ 谷澤　佐規子 ３５３４ 山下　眞弓

３５１０ 田畑　敏幸 ３５３５ 由井　あさみ

３５１１ 津名　隆明 ３５３６ 𠮷川　美有紀

＜敬称略＞

（令和８年７月６日掲示済）

 


